
埼玉縣信用金庫ではアジアビジネス展開をご支援するため海外視察研修を実施します。

ベトナム南部の最大都市ホーチミンでビジネスの可能性を探つてみませんか。

皆様のこ参加をお待ちしております。

◆旅行期間2017年 11月 12日 (口 )～ 16日 (本)5日間
◆訪問都市 ホーチミン市

◆旅 行 代 金 お一人様 210v000円
(燃油サーチャージ・海外空港諸税。国内空港施設使用料等含む)

◆申込締切 2017年 9月 15日 (金)(但し定員になり次第、締め切ります)

◆募集人員 20名様 (最少催行人員:10名
)

ー

○発着日時及び交通機関、視察行程等は変更になることがありま丸

○ベトナムの時差は日本より2時間遅くなりま丸
○ビジネスクラスをご希望の方は東武トップツアーズさいたま支店にお問合せください。

○裏面の募集要頂・ご旅行条件をご確認ください。

〒3300801 埼玉県さいたま市大宮区土手町卜2 」A共済埼玉ビル8階

担当/目田宗―・宇野順治  総合旅行業務取扱管理者/小野寺隆―

営業時間:平日(月～金)9:00～ 18:00(土 日祝・12/30～ 1/3は休業)

休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、翌営業日の受付となりま玩

◆食事条件

朝食3回・昼食3回 。夕食4回

◆添乗員 :成田空港から1名 同行しま現

◆利用予定航空会社

VNベトナム航空(エコノミークラス)

◆利用予定ホテル

ルネッサンスリバーサイドホテルサイゴン

※デラックスリノヾ―ビューを

1名 1室にて乙利用いただきます。

研修企画  埼玉縣信用金庫 営業企画部 地域創生グループ

旅行企画。実施

東 武 卜

Eン
プ ツ ア 叡

=さ
い た ま 支 店  TEL.048H642-3686 FAX.048-642-3680

●ベトナムビジネスの可能性を探る視察です。

●中小企業向けレンタルエ場をご案内します。

●進出日系企業やベトナム地場企業を見学します。
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募集要項。こ旅行条件

お申込み方法
申込書に必要事項をご記入の上、ご提出下さい。

ご脈行代金 :210,000円 l申込み日寺にお振込みください)

振 込 先 :埼玉縣信用金庫 大宮支店 普通預金口座 ¬535184
口 座 名 :東武トップツアーズ株式会社 さいたま支店

〔旅行期間〕201フ 年 11月 12日 (日 )～ 11月 16日 (木 )5日間
〔旅行代金〕210,000円 (エコノミークラス利用)

【最少催行人員】10名様 (最少催行人員に満たなしヽ場合は旅行を中止する場合

がありますが、この場合|よ出発前日より起算して23日前までにご連絡いたします。)

【募集締切1201フ 年 9月 15日 (金 )※但し、定員になり次第締切ります。

〔旅行代金に含まイ1るもの】
・航空運賃 :日程表に記載さイ1た区間 (エコノミークラス )

宿泊料金 :洋室利用 ]名 ]室利用 バス トイレ付

食事料金 :朝食3回、昼

'3回
、夕食4回 (機内食は、この回歎に含まれません)

旅行日程に明示した利用交通機関の運賃 料金 .バス料金
・燃油サーチャージおよび海タト 国内空港税等 (出入国税、空港施設使用料等)

。手荷物運搬料金
(原則としてお一人様 1個。ただし航空会社の規定の重量、容量、個数の範囲内)

.添乗員同行費用

【旅行代金に含まれないもの】(その一部を例示します )

任意の海外旅行保険料

超過手荷物料金 (規定の重量、容量、個数を超える分について )

・旅行日程に明示されていない飲食料金や個人的性質の諸費用およびそ
イ1に伴う税、サービス料、チップ。

障害、疾病に関する治療費

〔渡航手続き】

旅券(パスポート)この旅行にIよ 2018年 5月 16日 (水)まで有効な旅券が必要です。
なお、日本国籍以タトの方は、必要な旅券残存有効期間および手続きが

個々に異なりますので、お問合せください。

【旅行契約と契約の成立】

本旅行は東武トップツアーズ株式会社さいたま支店が企画 募集し、実
施するもので参加される方は当社と募集型企画旅行契約を結んでいた
だきます。契約は当社の承諾と上言E申込金の受理を持って成立するもの
とし、成立日は当社が申込金を受理した日とします。

個人情報の取扱い

(1)当社は、旅行のお申込みの際にご提供いただいた個人情報につい

て、お客様との連絡や運送 ,宿泊機関等の手配のために利用させて

いただくほか、必要な範囲内におしヽて当該機関等に提供いたします。

(2)当社が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客様に提供させ

ていただくことがあります。

(3)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針につしヽて

は、当社の店舗またはホームページでご確認ください。

【取消料〕

お申込み後、お客様の都合で参加を取り消される場合にtよ旅行代金に対

してお一人につき次の取消料をいただきます。

●旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて

30日 目にあたる日以降3日 目にあたる日まで………旅行代金の200/O

O旅行開始日の前々日から当日まで……………………旅行代金の500/O

O旅行開始後またlよ無連絡不参加………………………旅行代金の 1000/o

〔確定日程表】

確定した航空機の便名や宿泊ホテル名が記載された確定日程表は出発

の 5日前までに交付します。但し、出発の フ日前以降にお申込みの場合
lよ旅行開始日当日に交付することがあります。尚、交付日以前であつても

お間合せいただければ手配状況につしヽてご説明いたします。

【任意保険のおすすめ〕

ご旅行をより安′♭できるものとするために、お名
~様

ご自身で十分な旅行

保険 (疾病 ,障害 盗難等 )に加入されることをお奨め致します。

【査証と空港諸税のご案内とご注意〕

空港税等 (出入国税、空港施設使用料等 )は当視察研修に含まれてしヽ

ます。

空港諸税の新設または税額が変更された場合においても追加徴収また

は返金はありません。
.日本国籍の方はベトナムの査証は不要ですが、日本国籍以タトの方lよ 、ベ

トナムの査証が必要となる場合もありますので査証取得情報を自国

渡航先国の領事館、大国管理事務所にお問合せください。また、ベトナ

ムを出国した日から 30日以内に再人国する場合lよ査証の取得が必要

となります。

日本国籍およびそれ以タトの方も、現在お持ちの旅券が有効かどうかの

確認を必ずお客様の責任で行なってください。

〔お問合せ・お申込先】(旅行企画・実施)

束武トップツアⅨ =▲朱式会社 さいたま支店
観光庁長官登録旅行業第38号

TEL.048H642H3686 FAX.048‐ 642-3680

〒330-080]埼 玉県さいたま市大宮区土手町 1‐2 」A共済埼玉ビル8階

担当/冨田宗―・宇野願治   総合旅行業務取扱管理者/小野寺隆―

営業時間:平日(月～金)9:OO～ 18:OO(土 日・祝.12/30～ ]/3は休業)

休業日と営業時間外の取消 変更のお申出には対応ができませんので、翌営業日の受付となりま魂

鷲〕F憬肛舎買

抹行業公正取引

協 脳 会 会 員

ご 旅 行 条 件 (要旨 )辞 しい旅行条件を説明した雷面をお渡しいたしますのて、事前ば 躍 認の上お申込みください。

]旅行契約内容 代金の変更/天災事変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらないサービスの提供その他当71の 管理できなしヽ事由が生じた場
合、契約内容を変更することがあります。また、その変更に伴しヽ旅行代金を変更することがあり茨す。著ししヽ経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃、料
金の改定があった場合は旅行代金を変更すること

'Dヾ

あり嵌す。増額の場合 |よ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15日 目に当たる日より前にお知らせします。ナて、お、本旅行代金 |よ 2017
年5月 ]日 I見在の運賃 料金等を基準としております。

2表記の最少催行人員に満たなしヽ場合は旅行を中止することがあります。この場合、旅行開始日前日より起算して23日 目にあたる日より前までに通剣し茨す。
3取消料/当社の責任とならなしヽ□―ン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も取消料をいただきます。但し、次の場合は取消料はしヽただきません。 (1)旅行契約内容に次のような変更が
行ナ〔

^ゎ
れた時 ①旅行開始日またはイタ了日の変更 ②入場観光地 施設 その他の目的地の変更 ①運送機関の設備 等級のより低いものへの変更 ④運輸機関の種類または会T上の変更 ⑤本

邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 ⑤本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便また Iよ 経由便への変更 ②宿泊施設の変更 ①宿泊機関の客室
の種類 設備 景観の変更 (2)運賃 料eの変更により旅行代金が増額された場合。 (3)当 社が標記の日までに確定日程を交付しなしヽ場合。 (4)当 社の責に帰すべき事由により当初の日程どお
りの実施が不可能となつた時。

4当社による契約解除/旅行代金を期日までにお支払しヽしヽただけなしヽ時、申込条件不適合、病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施ん不 可能な時は当社は契約を解除することがあります。
5当社の貢任/当社は、当社又 |よ手配代行者がお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 (お荷物の関する賠償限度額は一人 15万円)また、次のような場合は、原則として責任を負いませ

ん。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、宮公署の命令また Iよ手配代行者の関与し得なしヽ事由により損害をィ,った時。
6特別補償/当社 lよ 、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然のタト来の事故により生命、身体、手荷物に被つた一定の損害につしヽて、旅行業約款特別補償規定により補償金及び見舞金を支払しヽます。
フ旅程保証/旅行日程に前記3(1)の 頂目に揚げる重要な変更が行なわれた場合は約款の規定により①は旅行代金の 30/O、 ②から① tよ20/oまた前告号がツアータイトルに揚げらイlて しヽる場合は

50/Oに相当する額 (但し、旅行開始前に変更が行なわれた場合はそれぞれの半額)の変更補償金を支払しヽ茨す。サービス提供の日時およびサービス提供の順序は対象外とし、一旅行契約につしヽて
支払われる変更補償金の額は旅行代金の 15%を限度とします。また、一旅行の契約につしヽての変更補償金の額が 1.000円 未満の場合はお支払しヽしヽたしません。また、当 l土は変更7南償金の支払
いを物品、サービスの提供で代替することがあります。

8お客様の責任/お客様の故意又は過失より当社が損害を受けた場合 |よ、お客様から損害の賠償を申し受けます。お客様 |よ、当7土から提供される情報を渚用し、契約書面に記載さイlた旅行者の権
利 義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなけ検ばなりません。お客模 |よ 、旅行開始後に契約書面に記載さイlた旅行サービスについて、記載内容と異なアoものと認識したと
き|よ 、旅行地におしヽて速やんヽ こ当社、当社の手百[代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なけイモばなり茨せん。

9このバンフレットは旅行業法 12条の4および5に しヽう説明詈画、契約書面の一部になります。

10ここに記載のオ(卜い事項につしヽては当社募集型企画旅行約款によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求くださしヽ。
1]当社はしヽかナて卜る場合も旅行の再実施はしヽたしません。

総合旅行業務取扱管理者とは、当支店での取引の責任者で売 この

旅行の契約に際し、担当者からの説明にこ不明な点がありましたら、
と遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
パンフレット作成日:2017年 5月 1日     (客 海i7023)
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